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排出基準

新設 0.1

既設 1

※新設 0.5

※既設 5

新設 1

既設 10

新設 1

既設 5

※新設 0.1

※既設 1

※新設 1

※既設 5

※新設 5

※既設 10

新設 5

既設 10

注1
　2
　3

2

アルミニウム合金製造用焙焼炉、溶解炉等
[原料処理能力0.5t／時以上、
溶解炉は容量１t以上]

4

3

平成12年1月14日以前に設置された施設については、既設の基準が適用される。

廃棄物焼却炉

[火床面積が0.5ｍ
２
以上又は

焼却能力が50kg／時間以上]

製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉について、※既設は平成9年12月1日以前、※新設は
平成9年12月2日以降に設置された施設について適用される。

４t／時未満
２t／時以上

４t／時以上

亜鉛回収用焙焼炉、焼結炉等
[原料処理能力0.5t／時以上]

200kg／時未満
50kg／時以上

（又は火床面積が

　0.5ｍ
２
以上）

資料８－２　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制対象施設

焼結鉱（銑鉄製造）の製造用焼結炉
[原料処理能力１t／時以上]

製鋼用電気炉（鋳鋼、鍛鋼用は除く）
[変圧器の定格容量1000kVA以上]

平成12年1月15日以降に設置された施設については、新設の基準が適用される。

１　大気基準適用施設（施行令別表第１）及び排出基準

5

1

特定施設の種類

２t／時未満
200kg／時以上
（又は火格子面積

が２ｍ
２
以上）

（単位：ng-TEQ／m
3
N、ngは10億分の１ｇ）

（注３）

（注３）
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区分
物質
番号

物質名 用　途 県内の主な排出業種

300 トルエン
合成原料（可塑剤、合成繊維、染料、香料など）、ガ
ソリン成分、溶剤（塗料、インキ）

化学工業
プラスチック製品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業

80 キシレン
合成原料（合成繊維・樹脂、染料など）、ガソリン・
灯油成分、溶剤（塗料、農薬など）

船舶製造・修理業
一般機械器具製造業
化学工業

53 エチルベンゼン 合成中間体（スチレンモノマー）、溶剤、希釈剤
船舶製造・修理業
一般機械器具製造業
金属製品製造業

186 ジクロロメタン（塩化メチレン） 洗浄剤（金属脱脂）、溶剤
プラスチック製品製造業
化学工業
一般機械装置製造業

392 ノルマルーへキサン 溶剤（重合用、接着剤、塗料、インキ）
石油製品・石炭製品製造業
化学工業
食料品製造業

240 スチレン
合成樹脂原料（ポリスチレン樹脂、合成ゴム、ＡＳ樹
脂など）

化学工業
船舶製造・修理業
プラスチック製品製造業

144 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く） メッキ助剤、写真材料
化学工業、電気機械器具
下水道業

9 アクリロニトリル
合成繊維原料（アクリル系合成繊維、合成ゴム、ABS
樹脂、AS樹脂）

化学工業

33 石　綿 建築製品
電気業
非鉄金属製造業

56 エチレンオキシド 合成原料（エチレングリコール等）、殺菌剤
医療用機械器具製造業
化学工業

75 カドミウム及びその化合物 顔料、電池、合金、メッキ
非鉄金属製造業
下水道業

88 六価クロム化合物 メッキ、顔料、触媒
金属製品製造業
下水道業

94 塩化ビニル
合成樹脂原料（ポリ塩化ビニル樹脂、塩化ビニル-酢
酸ビニル共重合樹脂、塩化ビニル-塩化ビニリデン共
重合樹脂）

化学工業
倉庫業

243 ダイオキシン類 非意図的生成（焼却等）
一般廃棄物処分業
産業廃棄物処分業
非鉄金属製造業

305 鉛化合物
バッテリー、光学ガラス、顔料、塩化ビニル樹脂安定
剤

非鉄金属製造業
下水道業

309 ニッケル化合物 顔料、メッキ、電池
化学工業
非鉄金属製造業
プラスチック製品製造業

332 砒素及びその無機化合物 殺虫剤、半導体、木材防腐剤
非鉄金属製造業
下水道業

400 ベンゼン

合成原料（スチレン、フェノール、無水マレイン酸、
染料、有機顔料、合成洗剤、医薬品、香料、合成繊
維、農薬、可塑剤、防腐剤（PCP）、防虫剤）、溶
剤、ガソリン成分

化学工業
石油製品・石炭製品製造業
燃料小売業

411 ホルムアルデヒド
合成樹脂原料（フェノール系、尿素系、メラミン系合
成樹脂、ポリアセタール樹脂）、繊維処理剤

化学工業

80 キシレン
合成原料（合成繊維・樹脂、染料など）、ガソリン・
灯油成分、溶剤（塗料、農薬など）

家庭からの排出

300 トルエン
合成原料（可塑剤、合成繊維、染料、香料など）、ガ
ソリン成分、溶剤（塗料、インキ）

家庭からの排出

407
ポリ（オキシエチレン）＝アル
キルエーテル

乳化剤、可溶化剤、分散剤（農薬、切削油等）、界面
活性剤

家庭からの排出

届
出
外
排
出

資料８-８　ＰＲＴＲ法に関する主な化学物質の用途等一覧
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